
は
じ
め
に

鎌
倉
大
仏
の
名
で
知
ら
れ
る
高
徳
院
（
鎌
倉
市
長
谷
）
銅
造
阿
弥

陀
如
来
坐
像
は
、
日
本
の
仏
像
と
し
て
は
あ
れ
ほ
ど
著
名
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
歴
史
を
示
す
史
料
は
極
め
て
少
な
い
。
私
は
、

こ
れ
ま
で
に
何
度
か
鎌
倉
大
仏
に
関
す
る
論
考
を
発
表
し
て
き
た
が
（
１
）
、

そ
の
結
果
鎌
倉
大
仏
の
研
究
は
、
多
方
面
か
ら
重
層
的
に
考
察
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
の
結
論
に

達
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
承
知
で
、

こ
こ
に
改
め
て
稿
を
起
こ
す
こ
と
に
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
鎌
倉
大
仏
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
整
理
さ
れ

て
い
る
が
（
２
）
、
そ
の
概
略
を
述
べ
る
と
、
ま
ず
最
初
は
明
治
四
〇
年
の

鎌
倉
大
仏
史
研
究
（
一
）

清

水

眞

澄

鎌倉大仏
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瀧
節
庵
（
精
一
）「
鎌
倉
の
大
佛
像
」（『
國
華
』
一
八
九
号
）
か
ら
始

ま
る
と
い
え
る
（
３
）
。
ま
た
そ
の
後
、
森
克
己
「
鎌
倉
大
佛
と
日
元
貿

易
」（『
歴
史
地
理
』
六
七
―
三
）
に
よ
っ
て
「
大
仏
造
営
船
」
の
論
考

が
発
表
さ
れ
、
併
せ
て
「
大
仏
詭
言
状
」
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
も
重

要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
戦
後
に
な
っ
て
昭
和
三
十
二
年
に

文
化
庁
に
よ
っ
て
大
規
模
な
修
理
が
行
わ
れ
、
そ
の
修
理
報
告
書

『
高
徳
院
国
宝
銅
造
阿
弥
陀
如
来
像
修
理
工
事
報
告
書
』（
高
徳
院
）

が
出
版
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
を
担
当
し
た
こ
と
に
よ
る
西
川
新
次

「
鎌
倉
大
仏
調
査
私
記
」（『
鎌
倉
』
三
）
と
田
沢
坦
「
鎌
倉
大
仏
に
関

す
る
史
料
集
成
稿
」（『
美
術
研
究
』
二
一
七
）
の
論
文
が
大
き
く
鎌
倉

大
仏
史
の
研
究
を
進
め
た
と
い
え
る

深
沢
里
大
仏
堂
事
始

最
初
に
、
鎌
倉
大
仏
に
つ
い
て
の
記
録
を
取
り
上
げ
て
、
造
立
か

ら
の
経
過
を
考
察
す
る
が
、
記
録
の
文
中
の
語
句
に
つ
い
て
も
そ
れ

ぞ
れ
検
討
し
て
説
明
を
つ
け
、
重
要
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
項
を
別

に
立
て
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
点
が
こ
れ
ま
で
の
鎌
倉
大

仏
史
の
研
究
を
一
歩
進
め
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

鎌
倉
大
仏
に
つ
い
て
の
最
も
早
い
記
録
は
、『
吾
妻
鏡
』
の
暦
仁

元
年
（
一
二
三
八
）
三
月
二
十
三
日
条
の
、

「
廿
三
日
戊
戌
、
雨
降
、
未
三
点
、
寅
方
大
風
、
人
屋
皆
破

損
、
庭
樹
悉
吹
折
、
申
剋
属
晴
、
西
風
又
烈
、
御
八
講
結
願
、

頻
魔
障
也
、
今
日
、
相
模
国
深
沢
里
大
仏
堂
事
始
也
、
僧
浄
光

令
勧
進
尊
卑
緇
素
、
企
此
営
作
云
々
」

で
あ
る
。

暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
三
月
二
十
三
日
、
午
後
二
時
頃
に
は
雨

が
降
り
、
家
が
壊
さ
れ
庭
木
が
折
れ
る
ほ
ど
の
大
風
が
吹
い
て
い
た

の
が
、
三
時
に
は
西
風
は
強
い
も
の
の
晴
れ
た
。
そ
し
て
相
模
国
深

沢
里
に
お
い
て
、
大
仏
堂
の
事
始
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
浄
光
と

い
う
僧
が
勧
進
を
し
て
企
て
た
も
の
で
あ
る
。

『
吾
妻
鏡
』
に
記
さ
れ
た
鎌
倉
大
仏
堂
事
始
の
こ
の
記
事
は
、
大

仏
造
営
に
関
す
る
そ
れ
ま
で
の
手
続
き
や
事
情
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
、

突
然
に
現
れ
た
感
が
あ
る
。

そ
れ
で
は
「
大
仏
堂
事
始
」
と
は
何
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
歴

史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
今
日
に
至
る
ま
で
「
〜
始
」
と
い
う
け

じ
め
を
つ
け
、
記
念
す
る
意
味
を
込
め
た
儀
式
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
所

で
頻
繁
に
行
わ
れ
て
き
た
。
社
寺
に
お
い
て
は
、
社
寺
自
体
の
創
建
、

堂
宇
建
立
や
修
造
の
「
事
始
」
は
、
行
事
や
施
工
を
始
め
る
前
の
儀

式
と
理
解
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
大
仏
堂
事
始
」
は
、「
大
仏
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堂
」
と
い
う
寺
院
を
創
建
す
る
事
始
な
の
か
、
堂
宇
建
設
の
事
始
な

の
か
、
こ
の
記
事
か
ら
だ
け
で
は
明
確
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
二

ヵ
月
後
の
次
に
述
べ
る
『
吾
妻
鏡
』
同
年
五
月
十
八
日
条
に
、
大
仏

の
頭
を
挙
げ
る
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
事
始
」
は
寺
院
創

建
の
事
始
で
は
な
く
、
堂
宇
建
立
の
事
始
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す

る
。す

な
わ
ち
大
仏
の
体
が
あ
る
程
度
で
き
上
が
っ
て
い
た
が
故
に
、

そ
の
上
に
頭
を
載
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
（
４
）
、
た
っ
た
二
月
足

ら
ず
で
大
仏
の
体
が
完
成
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
仏
像
を

造
立
す
る
事
業
は
か
な
り
前
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
の
「
大
仏
堂
事
始
」
は
、

「
大
仏
堂
」
と
い
う
寺
院
自
体
を
創
建
す
る
た
め
の
事
始
で
は
な
く
、

堂
宇
を
建
立
す
る
た
め
の
事
始
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
れ
で
は
、
実
際
に
「
事
始
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
仁
治
元
年
（
一
二
四
〇
）
閏
十
月
二
十
八
日
に
行
わ
れ

た
鎌
倉
の
五
大
堂
内
に
建
立
さ
れ
た
大
倉
北
斗
堂
の
事
始
に
つ
い
て
、

『
吾
妻
鏡
』
は
「
於
御
所
北
斗
堂
事
始
以
下
日
次
事
被
定
之
、
伊
賀

式
部
大
夫
入
道
、
大
田
民
部
大
夫
等
奉
行
之
」
と
記
し
て
い
る
か
ら
、

「
事
始
」
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
予
定
や
役
割
を
決
め
た
儀
式
あ
る
い

は
会
議
の
こ
と
と
理
解
さ
れ
る
。
事
実
、
翌
月
の
十
二
日
に
地
が
引

か
れ
始
め
ら
れ
（
十
月
十
九
日
に
地
曳
始
が
行
わ
れ
た
記
事
が
あ
る
が
、

誤
り
か
）、
翌
年
三
月
二
十
七
日
に
上
棟
式
（
大
仏
堂
と
同
じ
日
）、
八

月
二
十
二
日
に
三
尺
北
斗
七
星
像
、
一
尺
二
十
八
宿
像
、
十
二
宮
神

像
各
一
体
、
三
尺
一
字
金
輪
像
が
安
置
さ
れ
、
同
月
二
十
五
日
将
軍

家
が
参
堂
し
て
、
完
成
の
供
養
が
行
わ
れ
て
い
る
。
北
条
泰
時
と
評

定
衆
が
建
立
を
決
め
た
も
の
で
あ
り
、
完
成
ま
で
の
期
間
な
ど
は
大

仏
堂
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
が
、
事
始
の
内
容
は
判
明
す
る
。

し
た
が
っ
て
、「
大
仏
堂
事
始
」
の
場
合
も
単
に
こ
れ
か
ら
始
ま

る
と
い
う
記
念
式
典
的
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
予
定
や
役

割
を
決
め
る
た
め
の
、
実
質
的
な
打
ち
合
わ
せ
を
行
っ
た
と
解
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
誰
が
こ
こ
に
参
加
し
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た

の
か
を
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
初
の
記
録
か
ら
い
え
る
、
こ
れ
以
後
の
論
を
進
め
て
い
く
内
容

に
つ
い
て
は
、
暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
以
前
の
準
備
段
階
の
経
過

を
頭
に
置
き
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
政
治
情
勢
、
仏
教
の
あ
り
方
、

鎌
倉
の
都
市
と
し
て
の
姿
な
ど
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の

文
中
の
文
言
に
つ
い
て
も
「
相
模
国
深
沢
里
」
と
い
う
表
現
、
勧
進

し
た
浄
光
と
い
う
僧
は
い
か
な
る
人
だ
っ
た
の
か
、
勧
進
な
ら
ば
ど

の
よ
う
な
形
態
で
あ
っ
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
、
考
え
て
い
か
ね
ば
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な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
鎌
倉
大
仏
に
つ
い
て
の
記
事
は
、
後
に
説
明
す
る
よ
う
に
、

現
在
の
銅
造
大
仏
が
建
立
さ
れ
る
以
前
に
造
立
さ
れ
た
、
木
造
大
仏

が
安
置
さ
れ
た
堂
宇
建
立
の
た
め
の
事
始
に
つ
い
て
で
あ
る
。
と
り

あ
え
ず
文
脈
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
こ
と
を
前
も
っ
て

記
し
て
お
く
。

大
仏
の
御
頭
を
挙
げ
る

大
仏
に
関
す
る
次
の
記
事
は
、
約
二
ヵ
月
後
の
、『
吾
妻
鏡
』
暦

仁
元
年
五
月
十
八
日
条
で
あ
る
。

「
十
八
日
壬
辰
、
相
模
国
深
沢
里
大
仏
御
頭
奉
挙
之
、
周
八

丈
也
」

と
あ
り
、
こ
の
日
、
大
仏
の
頭
を
挙
げ
た
こ
と
と
、
そ
の
大
き
さ

が
周
八
丈
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

二
つ
の
記
事
か
ら
、
大
仏
堂
造
営
の
順
序
を
考
え
る
と
、
大
仏
本

体
の
造
像
は
か
な
り
前
か
ら
始
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
頭
を
載
せ

る
こ
と
が
可
能
な
ま
で
出
来
上
が
っ
た
の
で
、
次
に
仏
殿
の
造
営
に

取
り
掛
か
り
、
以
後
は
仏
像
の
完
成
と
仏
殿
の
建
立
を
並
行
し
て
行

な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
通
常
な
ら
ば
、
丈
六
程
度
の
仏
像
で

も
、
堂
宇
を
建
立
し
た
後
に
仏
像
を
安
置
す
る
の
で
あ
る
が
、
木
像

で
あ
っ
て
も
周
八
丈
と
い
う
大
仏
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
よ
う
な
順

序
を
踏
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、「
大
仏
堂
」
を
創
建
す
る
事
業
そ

の
も
の
は
、
こ
の
木
造
大
仏
の
建
立
、
あ
る
い
は
勧
進
も
含
め
る
と

暦
仁
元
年
（
一
二
三
八
）
よ
り
か
な
り
以
前
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
た

と
推
測
で
き
る
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
は
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
鋳

始
め
ら
れ
た
現
在
の
銅
造
大
仏
に
つ
い
て
の
、
創
建
の
趣
意
、
像
の

様
式
、
技
法
な
ど
あ
ら
ゆ
る
点
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
仏
の
頭
を
挙
げ
る
と
い
う
造
像
の
過
程
を
述
べ
た

こ
の
記
事
は
、
当
時
の
銅
像
で
は
技
術
的
に
無
理
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
こ
の
像
が
木
像
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ

の
こ
と
は
、
平
子
鐸
嶺
が
戦
前
に
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ

る
（
５
）
。
後
の
述
べ
る
よ
う
に
こ
の
像
が
木
像
で
あ
る
こ
と
は
、
東
大
寺

大
仏
と
の
比
較
で
、
後
に
挙
げ
る
『
東
関
紀
行
』
が
「
金
銅
、
木
像

の
か
は
り
め
こ
そ
あ
れ
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
木
像
で
あ
っ

て
も
、
実
際
問
題
と
し
て
こ
れ
だ
け
の
大
き
な
像
の
頭
部
を
体
に
載

せ
、
固
定
す
る
作
業
は
か
な
り
難
し
い
工
事
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
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わ
れ
る
の
で
、
日
本
の
木
像
の
造
像
技
法
に
つ
い
て
も
述
べ
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。

日
本
の
木
造
技
法
は
、
十
一
世
紀
に
入
っ
て
急
速
に
進
展
し
、
基

本
的
に
は
頭
と
体
の
主
た
る
部
分
を
一
材
か
ら
造
る
「
一
木
造
り
」

か
ら
、
数
材
を
規
則
的
に
寄
せ
て
造
る
「
寄
木
造
り
」
に
代
わ
っ
て

い
く
。
そ
れ
は
大
き
な
像
を
造
る
こ
と
が
で
き
、
分
業
に
よ
り
多
量

の
需
要
に
対
応
で
き
、
干
割
れ
を
防
ぐ
内
刳
り
を
容
易
に
し
、
部
材

で
運
べ
る
の
で
輸
送
が
楽
に
な
る
な
ど
多
く
の
利
点
が
あ
る
た
め
に
、

以
後
の
日
本
の
彫
刻
は
ほ
と
ん
ど
が
「
寄
木
造
り
」
に
な
る
の
で
あ

る
が
、「
寄
木
造
り
」
の
最
も
大
き
な
効
用
は
何
と
い
っ
て
も
大
き

な
像
す
な
わ
ち
丈
六
像
を
造
立
で
き
る
こ
と
に
あ
っ
た
。「
寄
木
造

り
」
の
完
成
し
た
姿
と
も
い
え
る
天
喜
元
年
（
一
〇
五
三
）
定
朝
作

の
平
等
院
鳳
凰
堂
阿
弥
陀
如
来
像
で
は
、
前
面
の
頭
と
体
は
一
材
で

繋
が
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
後
の
ほ
と
ん
ど
の
像
は
、
く
び
れ
た
首

の
下
三
道
の
辺
で
頭
を
体
に
差
し
込
ん
で
製
作
す
る
技
法
が
定
着
し
、

こ
の
合
理
的
な
や
り
方
は
、
後
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。
史
料
か
ら
は
、

八
丈
の
鎌
倉
大
仏
が
ど
の
よ
う
な
技
法
に
よ
っ
て
い
る
か
は
明
ら
か

に
さ
れ
な
い
が
、
常
識
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
強
固
に
組
み
上
げ
た

骨
格
に
、
数
材
を
寄
せ
あ
る
い
は
貼
り
付
け
て
出
来
た
体
幹
部
に
、

頭
部
を
載
せ
る
つ
ま
り
首
で
体
に
差
し
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
前

記
の
記
事
に
よ
っ
て
分
か
る
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
頭
を

挙
げ
た
と
い
う
記
事
か
ら
、
こ
の
大
仏
が
一
般
的
な
寄
木
造
り
の
技

法
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

周
八
丈
の
意
味

と
こ
ろ
で
、「
周
八
丈
也
」
と
あ
る
周
八
丈
（
６
）
の
意
味
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
戦
前
に
解
決
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
近
年
で
も
新
た
な

問
題
点
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
踏
ま
え

て
、
検
討
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

最
初
に
こ
の
こ
と
に
注
目
し
た
の
は
、
平
子
鐸
嶺
（
７
）
で
あ
る
。「
按

に
周
八
丈
は
過
大
な
り
、
誤
あ
ら
む
」
と
し
て
、
頭
を
挙
げ
た
記
事

な
の
で
、
頭
の
周
囲
が
八
丈
と
解
釈
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
森

克
己
は
、「
周
八
丈
の
仏
首
が
出
来
上
が
る
に
至
っ
た
」
と
し
て
お

り
、
仏
首
と
解
釈
し
て
い
る
（
８
）
。
い
ず
れ
も
頭
を
挙
げ
た
記
事
に
つ
づ

い
て
い
る
の
で
、
頭
の
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
足
立
康
が
（
９
）
が
明
快
な
答
え
を
出
し
て
い
る
。「
そ
も
そ
も
わ
が

国
に
お
い
て
は
、
仏
像
の
丈
量
を
示
す
の
に
、
唐
尺
系
統
の
も
の
が

広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
に
は
周
尺
も
亦
使
用
さ
れ
て

ゐ
た
の
で
あ
る
。」「
大
体
周
尺
は
唐
尺
の
七
八
割
検
討
と
す
れ
ば
大
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過
は
な
い
」
と
し
、
記
録
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。
日
本
で
も
寸
法

を
測
る
の
に
中
国
の
尺
を
使
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
い
わ
ゆ

る
「
唐
尺
」
と
「
周
尺
」
の
両
方
を
使
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
仏
像
の
像
高
は
立
像
が
基
本
で
あ
り
、
坐
像
は
二
分
の

一
に
換
算
し
て
表
す
の
で
、
例
え
ば
一
丈
六
尺
の
略
で
あ
る
「
丈

六
」
と
い
え
ば
約
四
メ
ー
ト
ル
八
〇
セ
ン
チ
で
あ
る
が
、
坐
像
の
場

合
は
約
二
メ
ー
ト
ル
四
〇
セ
ン
チ
の
像
を
丈
六
像
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
頃
の
像
高
は
額
の
髪
の
際
ま
で
の
高
さ
を
い
う
の
が
普

通
で
あ
っ
た
か
ら
、
現
在
像
高
と
い
う
実
際
の
頭
頂
ま
で
の
高
さ
は
、

そ
れ
よ
り
も
少
し
高
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
足
立
康
が
、

現
在
の
銅
造
大
仏
の
髪
際
高
（
像
高
）
三
丈
三
尺
一
寸
五
分
は
大
体

周
四
丈
に
該
当
し
て
い
る
（「
周
八
丈
」
の
実
際
高
は
周
四
丈
）
の
は
注

目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
極
め
て
妥
当
な
説
で
あ
る
。

事
実
、
仏
像
の
法
量
を
周
尺
で
表
す
例
は
、
平
安
時
代
の
日
記
の
記

事
に
は
い
く
つ
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

後
に
荒
木
宏
は
「
周
八
丈
也
と
あ
る
の
は
多
分
周
囲
が
八
丈
あ
る

と
い
う
意
味
だ
と
思
う
。
現
在
の
大
仏
の
地
付
き
外
周
は
八
十
七
尺

余
で
あ
る
。」
と
し
て
い
る
が
（
１０
）
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
足
立
康
が
す

で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
し
、
ま
た
西
川
新
次
が
記
し
た
仏
像
の

法
量
に
つ
い
て
の
記
述
（
１１
）
は
、
す
で
に
足
立
康
が
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。

大
仏
殿
上
棟
式

こ
の
大
仏
堂
は
、
三
年
後
に
上
棟
の
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
る
。

『
吾
妻
鏡
』
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
三
月
二
十
七
日
条
に
、

「
廿
七
日
乙
卯
、
午
剋
大
倉
北
斗
堂
立
柱
上
棟
、
前
武
州
監

臨
給
、
前
兵
庫
頭
定
員
、
信
濃
民
部
大
夫
入
道
行
然
等
奉
行
之

云
々
、
又
深
沢
大
仏
殿
同
有
上
棟
之
儀
云
々
」

と
あ
る
。

こ
の
日
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
大
倉
北
斗
堂
の
立
柱
上
棟
の
儀

式
が
、
前
武
州
す
な
わ
ち
北
条
泰
時
が
臨
席
し
て
行
わ
れ
た
。
そ
れ

に
対
し
て
大
仏
上
棟
の
儀
は
、
そ
の
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
の
み
を
記

し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
両
者
に
明
ら
か
に
立
場
の
違
い
が

あ
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
堂
宇
の

事
始
か
ら
二
年
十
ヵ
月
を
経
て
上
棟
の
儀
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、

す
な
わ
ち
土
台
を
築
き
、
柱
を
立
て
、
桁
と
梁
を
わ
た
し
て
棟
を
上

げ
る
の
に
、
二
年
十
ヵ
月
を
要
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
作

業
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
あ
る
程
度
完
成
に
近
い
木
造
の
大
仏
を
、

安
置
し
た
状
態
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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大
仏
の
供
養

木
造
の
大
仏
と
仏
殿
の
す
べ
て
が
完
成
し
供
養
が
行
わ
れ
た
の
は
、

上
棟
の
儀
式
が
行
わ
れ
て
か
ら
さ
ら
に
二
年
三
ヵ
月
た
っ
た
寛
元
元

年
（
一
二
四
三
）
六
月
十
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。

『
吾
妻
鏡
』
は
、
同
日
の
条
で
、

「
十
六
日
辛
酉
、
未
刻
小
雨
雷
電
。
深
沢
村
建
立
一
宇
精
舎
、

安
八
丈
余
阿
弥
陀
像
。
今
日
展
供
養
。
導
師
卿
僧
正
良
信
、
讃

衆
十
人
、
勧
進
聖
人
浄
光
房
、
此
六
年
之
間
、
勧
進
都
鄙
、
尊

卑
莫
不
奉
加
」

と
記
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
深
沢
村
に
一
宇
精
舎
が
建
立
さ
れ
て
、
八
丈
余
阿
弥

陀
像
が
安
置
さ
れ
、
供
養
は
導
師
と
し
て
僧
正
良
信
、
讃
衆
は
十
人

が
出
席
し
て
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
勧
進
聖
浄
光
房
が
、
此
六
年
間
ひ

ろ
く
勧
進
し
た
結
果
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

文
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
像
が
阿
弥
陀
如
来
像
で
あ
る
こ

と
、
八
丈
余
の
大
き
さ
で
あ
る
こ
と
、
勧
進
聖
人
浄
光
房
が
六
年
間

ひ
ろ
く
勧
進
し
た
こ
と
で
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
像
で
あ
る
こ
と
は
、

後
に
述
べ
る
『
東
関
紀
行
』
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
吾
妻
鏡
』
で

は
初
め
て
で
あ
り
、
現
在
の
銅
像
が
阿
弥
陀
如
来
像
で
あ
る
こ
と
の

造
像
理
由
に
直
接
繋
が
る
重
要
な
記
述
で
あ
る
。

導
師
と
な
っ
た
卿
僧
正
良
信
と
い
う
僧
は
、『
吾
妻
鏡
』
に
も

度
々
名
が
見
ら
れ
、
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）
八
月
八
日
勝
長
寿
院

の
別
当
に
補
さ
れ
た
大
蔵
卿
良
信
の
こ
と
で
、
建
長
五
年
（
一
二
五

三
）
に
亡
く
な
る
ま
で
、
幕
府
の
重
要
な
祭
祀
に
多
数
関
わ
っ
て
い

る
。
そ
の
良
信
が
導
師
を
勤
め
な
が
ら
讃
衆
が
十
人
と
い
う
の
は
、

逆
に
少
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
勝
長
寿
院
は
、
文
治
元
年

（
一
一
八
五
）
に
源
頼
朝
が
父
義
朝
の
墓
堂
と
し
て
鎌
倉
の
雪
ノ
下
に

建
立
し
た
鎌
倉
で
も
っ
と
も
早
い
大
寺
院
で
、
大
仏
建
立
の
頃
は
北

条
氏
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
良
信
が
導
師
を
勤
め

た
こ
と
は
、
泰
時
の
臨
席
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
な
り
の
供

養
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
勧
進
聖
人
浄
光
房
が
、
此
六
年
之
間
勧
進
し
た
と
あ
る

か
ら
、
始
め
た
の
は
大
仏
堂
の
事
始
が
あ
っ
た
嘉
禎
四
年
（
一
二
三

八
）
の
少
し
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ

う
に
事
業
と
し
て
は
も
っ
と
早
く
か
ら
企
画
さ
れ
、
実
行
に
移
さ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ
の
記
事
を
見
る
限
り
、
浄
光
が
勧
進

に
回
る
の
は
、
本
格
的
に
施
工
に
取
り
掛
か
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
す

る
な
ら
ば
矛
盾
は
な
い
が
、
後
に
記
す
浄
光
跪
言
状
の
記
事
を
そ
の
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ま
ま
と
っ
て
、
東
海
、
東
山
、
山
陰
、
山
陽
の
勧
進
を
す
で
に
終
え

た
と
す
る
に
は
時
間
が
足
り
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
す
な
わ
ち
、

浄
光
跪
言
状
の
記
事
は
そ
の
ま
ま
信
用
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
検
討

の
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
こ
ま
で
こ
の
大
仏
造
営
事
業
に
北
条
氏
あ
る
い
は
幕
府

が
関
わ
っ
て
い
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
触
れ
て
お
ら
ず
、
こ

の
後
項
を
別
に
し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
大
仏
造
営
に
関

わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
三
代
執
権
北
条
泰
時
は
、
開
眼
供
養
の
あ
っ

た
前
年
の
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
六
月
十
五
日
に
病
没
し
て
お
り
、

第
四
代
執
権
に
は
、
泰
時
の
子
時
氏
が
す
で
に
病
死
し
て
い
た
の
で
、

孫
の
経
時
が
就
任
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
点
で
の
、
様
相
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
八
丈
（
像
高
お
よ

そ
十
二
メ
ー
ト
ル
）
の
木
像
が
安
置
さ
れ
る
堂
宇
、
通
常
な
ら
ば
大

き
な
像
で
あ
っ
て
も
木
像
な
ら
ば
光
背
も
台
座
も
具
え
て
い
た
と
考

え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
台
座
は
何
重
も
の
高
い
も
の
で
は
な
く
、

い
わ
ゆ
る
大
仏
様
の
二
重
と
し
て
、
光
背
と
台
座
の
高
さ
が
約
二
十

メ
ー
ト
ル
な
ら
ば
、
堂
宇
の
棟
の
高
さ
は
四
十
メ
ー
ト
ル
に
上
る
で

あ
ろ
う
。
鎌
倉
で
は
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
が
な
い
、
巨
大
な
建
物
が

二
本
の
谷
が
合
流
す
る
深
沢
の
山
間
に
聳
え
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で

は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
事
始
が
あ
っ
て
か
ら
、
供
養
ま
で
の
五
年
の
間
に
、
大
仏

に
関
す
る
史
料
は
、
こ
の
他
に
四
点
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
に
つ
い
て
は
、
簡
単
な
説
明
と
問
題
点
を
指
摘
し
て
、
続
編

で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
は
、
一
条
家
本
『
古
今
集
秘
抄
』
裏
書
文
書
で
、
新
大
仏
勧

進
上
人
浄
光
跪
言
状
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
跪
言
状
と
は
、
許

可
の
願
い
書
、
申
請
書
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
え
る
の
で
、
勧

進
僧
浄
光
が
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
九
月
に
大
仏
造
営
の
費
用
を

勧
進
に
よ
っ
て
集
め
る
許
可
を
幕
府
に
申
請
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
新
大
仏
勧
進
上
人
浄
光
跪
言
状
、
可
賜
重
人
別
一
文
御
下

知
於
北
陸
、
西
国
事

右
、
大
日
本
国
記
云
、
水
陸
三
十
里
也
、
国
六
十
六
国
、
島
二

島
、
郡
五
百
七
十
八
、
郷
三
千
七
百
七
十
二
、
男
女
四
十
五
億

八
萬
九
千
六
百
五
拾
九
人
也
、
男
十
九
億
九
萬
四
千
八
百
二
十

八
口
、
女
廿
五
億
九
萬
四
千
八
百
三
十
一
口
也
、
是
則
行
基
菩

薩
算
計
勘
定
之
文
也
云
々
、
是
則
一
天
之
下
、
四
海
之
中
、
算

諸
人
之
数
、
勘
一
文
之
銭
、
四
十
五
億
八
萬
九
千
六
百
五
十
九

枚
也
、
民
力
無
費
、
我
願
可
成
、
所
四
万
貫

五
百
貫
八
十
貫

九
貫

祈
者
、
東
土
利
益
之
本
尊

也
、
已
預
東
土
助
成
之
下
知
、
所
念
者
、
西
方
極
楽
之
教
主
也
、
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蓋
遂
西
方
勧
進
之
中
懐
、
僅
聚
五
銖
之
一
銭
、
令
造
立
八
丈
之

大
仏
、
孰
可
撮
壊
崇
山
導
冶
宗
海
僕
野
人
也
、
偃
息
不
過
茅
屋

茂
林
之
下
、
談
話
不
過
農
父
田
父
之
客
、
然
而
暫
忘
野
心
、
不

量
涯
分
、
愁
致
懇
転
、
経
営
伽
藍
、
是
非
小
愚
僧
之
微
力
、
漸

仰
大
菩
薩
之
冥
助
、
人
無
煩
民
無
愁
、
不
□
財
不
奪
力
、
仍
始

自
東
海
東
山
、
至
于
山
陰
山
陽
、
廣
蒙
成
敗
、
適
可
勧
進
、
雖

西
海
之
波
上
勿
漏
之
、
覃
北
陸
之
雲
外
必
達
望
、
重
為
賜
御
下

知
跪
以
猶
令
上
啓
、
浄
光
頓
首
啓
白
、

延
応
元
年
九
月

日

新
大
仏
勧
進
上
人
浄
光
上
」

こ
の
文
書
は
、
森
克
己
「
鎌
倉
大
佛
と
日
元
貿
易
」（『
歴
史
地
理
』

六
七
―
三

一
九
三
六
年
）
に
紹
介
さ
れ
て
以
来
、
所
在
が
明
ら
か
で

は
な
い
。
ま
た
、
何
故
新
大
仏
す
な
わ
ち
鎌
倉
大
仏
勧
進
の
浄
光
跪

言
状
が
一
条
家
の
文
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
も
不
明
で
あ
る
。

こ
の
文
書
は
、
浄
光
が
鎌
倉
大
仏
造
営
の
費
用
捻
出
の
勧
進
を
、

す
で
に
東
海
東
山
か
ら
始
め
て
、
山
陰
山
陽
も
終
わ
っ
た
の
で
、
今

回
は
北
陸
と
西
国
で
勧
進
の
す
る
こ
と
の
許
可
を
幕
府
に
願
い
出
た

文
書
で
あ
る
が
、
す
で
に
『
鎌
倉
市
史
』
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

「
可
賜
重
人
別
一
文
御
下
知
」
と
あ
る
の
で
、
単
に
勧
進
の
許
可
に

止
ま
ら
ず
幕
府
の
名
で
勧
進
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

幕
府
の
許
可
が
得
ら
れ
た
か
ど
う
か
そ
の
結
果
は
不
明
で
あ
る
が
、

後
の
経
過
を
考
え
る
と
、
浄
光
が
幕
府
の
下
知
と
い
う
か
た
ち
の
許

可
を
得
て
勧
進
し
た
こ
と
は
、
先
ず
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

勧
進
状
の
体
裁
と
し
て
、
行
基
が
か
つ
て
計
算
し
た
と
さ
れ
る
日

本
の
全
人
口
が
一
人
一
文
ず
つ
喜
捨
す
る
と
、
四
五
億
八
万
九
千
六

五
九
枚
す
な
わ
ち
四
万
五
百
八
十
九
貫
文
の
銭
が
集
ま
る
と
し
、

「
我
願
可
成
、
所
祈
者
、
東
土
利
益
本
尊
也
」
と
し
て
い
る
。
勧
進

と
し
て
は
常
套
手
段
み
た
い
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
で
、「
東

土
利
益
本
尊
也
」
に
注
目
し
、
鎌
倉
大
仏
造
立
の
意
味
に
及
ん
だ
の

が
上
横
手
雅
敬
で
あ
る
（
１２
）
。
こ
の
こ
と
は
、
大
仏
造
営
の
本
来
の
意
味

に
関
わ
る
こ
と
な
の
で
、
別
に
項
も
設
け
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

寛
元
元
年
の
『
吾
妻
鏡
』
に
、
勧
進
聖
浄
光
房
が
、
此
六
年
之
間

勧
進
し
た
と
あ
る
記
事
か
ら
す
る
と
、
始
め
た
の
は
嘉
禎
三
年
頃
な

の
で
、
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）
ま
で
に
東
海
、
東
山
、
山
陰
、
山

陽
を
す
で
に
勧
進
し
終
っ
て
い
る
の
は
無
理
な
話
と
い
う
よ
う
に
思

え
る
。
後
に
記
す
『
東
関
紀
行
』
で
も
「
延
応
の
頃
よ
り
関
東
の
た

か
き
い
や
し
き
を
勧
め
て
」
と
あ
り
、
恐
ら
く
跪
言
状
は
勧
進
状
と

し
て
あ
る
程
度
の
形
を
つ
け
る
た
め
に
作
文
し
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
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過
怠
料
の
寄
進
と
刀
剣
の
施
入

二
番
目
は
、
上
棟
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
翌
月
の
仁
治
二
年
（
一
二

四
一
）
四
月
二
十
九
日
付
の
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
で
あ
る
。

「
廿
九
日
丁
亥
、
囚
人
逐
電
事
、
預
人
罪
科
不
軽
、
召
過
怠

料
、
可
被
寄
進
新
大
仏
殿
造
営
之
由
、
為
清
左
衛
門
尉
満
定
奉

行
、
今
日
有
議
定
、
新
田
太
郎
政
義
分
三
千
疋
、
毛
呂
五
郎
入

道
蓮
光
預
召
人
紀
伊
国
三
上
庄

狼
藉
人
政
所
二
郎
�
氏
分
五
千
疋
、
各
来
八
月
中
可
令
弁
償

云
々
、
是
為
孫
子
深
利
五
郎
為
経
咎
之
由
、
蓮
光
雖
訴
申
被
尋

下
之
、
蓮
光
猶
不
遁
之
云
々
」

こ
れ
は
、
預
か
っ
て
い
た
囚
人
を
逃
が
し
た
罪
と
し
て
新
田
太
郎

政
義
に
二
千
疋
、
紀
伊
国
三
上
荘
の
狼
藉
人
政
所
二
郎
高
氏
を
預

か
っ
て
い
た
毛
呂
五
郎
入
道
蓮
光
に
五
千
疋
の
過
怠
料
を
課
し
、
そ

れ
を
大
仏
造
営
料
と
し
て
寄
進
さ
せ
る
こ
と
を
決
め
る
会
議
の
あ
っ

た
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
が
そ
れ
ほ
ど
大
仏
造
営
料
の
足
し
に
な
っ
た

と
も
思
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
幕
府
が
大
仏
造
営
の
費
用
を
僅
か

で
も
賄
お
う
と
す
る
姿
勢
は
う
か
が
え
る
。

次
は
、
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
三
月
三
日
付
「
関
東
御
教
書
」

（『
鎌
倉
遺
文
』
五
九
九
四
号
）
で
あ
る
。

「

可
被
止
鎌
倉
中
僧
徒
従
類
太
刀
腰
刀
等
事

右
、
僧
徒
之
所
従
、
常
致
闘
乱
、
多
及
殺
害
云
々
、
武
士
之

郎
従
、
猶
以
不
及
如
此
之
狼
藉
、
何
況
於
僧
徒
之
所
従
乎
、
是

即
好
而
召
仕
武
勇
不
調
之
輩
、
専
不
加
禁
遏
之
故
也
、
於
自
今

以
、
後
者
僧
徒
之
兒
・
共
侍
・
中
間
・
童
部
・
力
者
法
師
、
横

雄
劔
、
差
腰
刀
一
向
可
停
止
之
、
若
背
此
制
止
、
及
刀
傷
殺
害

者
、
宜
被
處
主
人
於
過
怠
、
堅
存
此
旨
、
不
可
違
犯
之
由
、
可

令
相
觸
供
僧
等
給
之
旨
所
候
也
、
仍
執
達
如
件
、

仁
治
三
年
三
月
三
日

前
武
蔵
守

大
御
堂
執
行
御
房

若
宮
別
当
御
房

大
夫
法
橋
御
房

以
上
三
ヶ
所
各
別
書
下
之

追
仰件

輩
劔
刀
者
、
仰
付
小
舎
人
、
随
見
合
抜
取
之
、
可
施
入
大

佛
之
由
、
被
仰
下
之
、
同
可
被
仰
聞
其
旨
候
也
」

前
武
蔵
守
北
条
泰
時
が
、
鎌
倉
中
の
僧
侶
に
対
し
て
厳
し
く
帯
刀

を
禁
じ
、
没
収
し
た
刀
剣
を
大
仏
に
施
入
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
こ

の
文
は
、
僧
徒
達
が
常
に
「
致
闘
乱
、
多
及
殺
害
」
を
犯
し
て
い
た

の
で
、
そ
れ
を
禁
止
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
、「
追
仰
」
と
し

て
没
収
し
た
刀
剣
を
大
仏
施
入
さ
せ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
か
ら
、
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あ
く
ま
で
も
僧
侶
に
対
し
て
厳
し
く
帯
刀
を
禁
じ
る
こ
と
が
目
的
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無
い
。
す
な
わ
ち
、
大
仏
に
没
収
し
た
刀

剣
を
施
入
さ
せ
た
の
は
、
結
果
と
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
幕
府
が
大

仏
建
立
の
物
資
供
給
を
含
め
た
経
済
的
援
助
が
主
た
る
目
的
で
な
い

一
方
で
、
幕
府
が
大
仏
造
営
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
と
り
あ

え
ず
こ
こ
で
は
押
さ
え
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

大
仏
造
立
の
材
料
と
し
て
こ
の
刀
剣
を
用
い
た
と
す
る
説
が
あ
る
か

ら
で
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
上
横
手
雅
敬
は
、「
施
入
さ
れ
た
刀
剣
を
利
用
す
る
に

は
、
木
像
よ
り
金
銅
像
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。」「
銭
貨
と
違
っ
て
、

刀
剣
の
方
は
鋳
つ
ぶ
し
た
と
し
か
か
ん
が
え
ら
れ
な
い
。」
と
し
て

い
る
が
（
１３
）
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
刀
剣
は
鉄
で
あ
り
鎌
倉
大
仏
は

青
銅
製
で
あ
る
か
ら
、
刀
剣
を
鋳
つ
ぶ
し
て
大
仏
の
材
料
に
す
る
こ

と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
多
量
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
の

刀
剣
を
、
幕
府
は
大
仏
造
営
の
た
め
に
ど
の
よ
う
に
活
用
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

造
営
途
中
の
大
仏
殿

四
番
目
は
、『
東
関
紀
行
』
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
の
記
事
で
あ

る
。

「
そ
の
ほ
か
由
比
の
浦
と
い
ふ
所
に
、
阿
弥
陀
の
大
仏
を
作

り
奉
る
よ
し
語
る
人
あ
り
。
や
が
て
い
ざ
な
ひ
て
参
り
た
れ
ば
、

尊
く
あ
り
が
た
し
。
事
の
起
り
を
た
づ
ぬ
る
に
、
も
と
は
遠
江

の
国
の
人
、
定
光
上
人
と
い
ふ
者
あ
り
。
過
ぎ
に
し
延
応
の
頃

よ
り
関
東
の
た
か
き
い
や
し
き
を
勧
め
て
、
仏
像
を
作
り
堂
舎

を
建
て
た
り
。
そ
の
功
す
で
に
三
が
二
に
及
ぶ
。
烏
瑟
た
か
く

現
は
れ
て
半
天
の
雲
に
入
り
、
白
毫
あ
ら
た
に
み
が
き
て
満
月

の
光
を
か
が
や
か
す
。
仏
は
す
な
は
ち
両
三
年
の
功
す
み
や
か

に
成
り
、
堂
は
又
十
二
楼
の
構
へ
望
む
に
高
し
。
か
の
東
大
寺

の
本
尊
は
聖
武
天
皇
の
製
作
、
金
銅
十
丈
余
の
盧
舎
那
仏
な
り
。

天
竺
、
震
旦
に
も
た
ぐ
い
な
き
仏
像
と
こ
そ
聞
ゆ
れ
。
こ
の
阿

弥
陀
は
八
丈
の
御
長
な
れ
ば
、
か
の
大
仏
の
な
か
ば
よ
り
す
す

め
り
。
金
銅
、
木
像
の
か
は
り
め
こ
そ
あ
れ
ど
も
、
末
代
に
と

り
て
は
、
こ
れ
も
不
思
議
と
い
ひ
つ
べ
し
。
仏
法
東
漸
の
み
ぎ

り
に
当
り
て
、
権
化
力
を
加
ふ
る
か
と
、
あ
り
が
た
く
お
ぼ

ゆ
。」

『
東
関
紀
行
』
は
、
仁
治
三
年
八
月
に
京
都
か
ら
鎌
倉
に
下
っ
た

紀
行
文
で
、
筆
者
は
源
光
行
の
子
親
行
と
さ
れ
て
い
る
が
、
擬
作
と

の
説
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
何
も
根
拠
が
無
く
て
書
け
る
内
容
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と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
、
か
な
り
信
頼
性
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。内

容
を
見
る
と
、
由
比
の
浦
に
あ
る
阿
弥
陀
の
大
仏
と
あ
る
か
ら

鎌
倉
大
仏
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

遠
江
の
国
の
人
定
（
浄
）
光
が
、
延
応
の
頃
か
ら
勧
進
し
て
仏
像

と
堂
舎
を
建
て
、
三
分
の
二
完
成
し
て
い
る
。
す
で
に
始
め
て
か
ら

三
年
が
経
て
お
り
、
東
大
寺
の
大
仏
は
十
余
丈
で
あ
る
が
、
こ
の
像

は
八
丈
の
長
で
あ
る
か
ら
、
東
大
寺
大
仏
の
半
分
よ
り
大
き
い
（
一

丈
が
約
三
メ
ー
ト
ル
、
前
記
し
た
よ
う
に
、
仏
像
の
像
高
は
坐
像
の
場
合
に

実
数
の
倍
に
表
記
す
る
か
ら
、
正
確
な
数
字
で
な
い
に
し
て
も
、
東
大
寺
大

仏
は
五
丈
以
上
、
鎌
倉
大
仏
は
四
丈
と
い
う
筆
者
の
印
象
な
の
で
あ
ろ
う
）

と
し
て
い
る
。

東
大
寺
、
鎌
倉
両
大
仏
の
寸
法
に
続
け
て
非
常
に
重
要
な
記
述
が

あ
る
。
そ
れ
は
「
金
銅
、
木
像
の
か
は
り
め
こ
そ
あ
れ
ど
も
」
と
い

う
、
す
な
わ
ち
東
大
寺
大
仏
は
銅
像
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
鎌
倉
大

仏
は
木
像
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
記
事
で
あ
る
。
す
で
に
こ
こ
ま
で
、

最
初
に
造
立
さ
れ
た
像
は
木
像
で
あ
り
、
そ
の
後
何
ら
か
の
理
由
で

銅
像
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
述
べ
、
そ
れ
を
前
提
に
話
を
進
め
て
き
た

が
、
そ
の
根
拠
と
な
る
最
も
重
要
な
史
料
な
の
で
あ
る
。

以
上
こ
こ
で
は
、
鎌
倉
大
仏
の
創
建
に
関
わ
る
史
料
、
す
な
わ
ち

木
造
の
大
仏
に
関
す
る
史
料
を
挙
げ
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
取
り
上

げ
ら
れ
な
か
っ
た
語
句
に
つ
い
て
そ
の
意
味
を
述
べ
、
主
と
し
て
問

題
点
を
指
摘
し
た
。
続
号
で
こ
れ
ら
を
順
次
論
じ
て
い
く
こ
と
に
な

る
が
、
冒
頭
記
し
た
よ
う
に
、
総
合
し
て
鎌
倉
大
仏
の
全
体
像
を
浮

き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

注

（
１
）
『
鎌
倉
大
仏
―
東
国
文
化
の
謎
―
』（
有
隣
堂

一
九
七
九
）

「
鎌
倉
大
仏
研
究
の
現
状
と
問
題
点
」（『
造
形
と
文
化
』
雄
山
閣

二
〇
〇
〇
）

「
鎌
倉
大
仏
の
鋳
造
技
法
に
つ
い
て
」（『
紀
要
』
三
二

成
城
短
期

大
学
部

二
〇
〇
〇
）

「
鎌
倉
大
仏
の
形
姿
と
様
式
に
つ
い
て
―
宋
風
と
の
関
わ
り
を
中
心

に
し
て
―
」（『
美
學
美
術
史
論
集
』
一
四

成
城
大
學
大
学
院
文
学

研
究
科

二
〇
〇
二
）

（
２
）

塩
澤
寛
容
樹
「
鎌
倉
大
仏
研
究
著
作
・
論
文
一
覧
」（『
鎌
倉
大
佛

史
研
究
』
創
刊
号

一
九
九
六
）

（
３
）

本
格
的
な
論
考
は
、
平
子
鐸
嶺
「
鎌
倉
大
仏
攷
」（『
國
華
』
二
二

四

一
九
〇
九
）
以
降
と
い
え
る
。

（
４
）

森
克
己
「
鎌
倉
大
仏
と
日
元
貿
易
」（『
歴
史
地
理
』
六
七
－
三

一
九
三
六
）
で
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
「
東
関
紀
行
に
見
え
た
る
鎌
倉
大
佛
の
記
事
に
つ
い
て
」（『
学
燈
』

12



一
三
―
一

一
九
〇
九
）
で
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
『
鎌
倉
攬
勝
考
』
は
、
八
尺
と
し
て
い
る
。

（
７
）
「
湘
南
訪
古
録
」（『
考
古
界
』
七
―
一
〇

一
九
〇
九
）

（
８
）

注
４
に
同
じ
。

（
９
）
「
鎌
倉
大
仏
の
丈
量
」（『
建
築
史
』
三
―
三

一
九
四
一
）

（
１０
）
『
技
術
者
の
み
た
―
奈
良
と
鎌
倉
の
大
仏
』（
有
隣
堂

一
九
五

九
）

（
１１
）
「
鎌
倉
大
仏
調
査
私
記
」（『
鎌
倉
』
三

一
九
五
九
）

（
１２
）
「
鎌
倉
大
仏
の
造
立
」（『
龍
谷
史
壇
』
九
九
・
一
〇
〇

一
九
九

二
）

（
１３
）

注
１２
に
同
じ
。
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